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令和２年第８回上小阿仁村議会定例会会議録（第２号） 

 

○招集 （ 開会 ） 年月 日   令和２年 12 月 15 日 

 

○招  集  場  所   上小阿仁村議会議場 

 

○会議 年 月日 （ 時間 ）   令和２年 12 月 17 日（15 時 00 分） 

 

○出 席 議 員 

  １番  伊 藤 秀 明 君    ２番  佐 藤 真 二 君 

  ３番  武 石 辰 久 君    ４番  齊 藤 鉄 子 君 

  ５番  萩 野 芳 紀 君    ６番  河 村 良 満 君 

  ７番  北 林 義 髙 君    ８番  伊 藤 敏 夫 君 

 

○欠 席 議 員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため、会議に出席した者の職氏名 

  村          長   小 林 悦 次 

  総 務 課 長   田 村 秀 幸 

  住 民 福 祉 課 長   齊 藤 幹 雄 

  産 業 課 長 兼 建 設 課 長   加 藤 浩 二 

  診 療 所 事 務 長   中 島 英 樹 

  教 育 長   高 橋   充 

  教 育 委 員 会 事 務 局 長   小 林 博 隆 

 

○本会議に職務のため出席した者の職氏名 

  議会事務局長   大 沢   寿 

  議 会 書 記   上 杉 文 子 

 

○村長提出議案の題目   別紙のとおり 

 

○議員提出議案の題目   な し 

 

○議  事  日  程 

 第１ 委 員 長 報 告 

 第２ 陳情審査報告 
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 第３ 意見書案第１号 安全・安心の医療・介護の実現と、国民のいのちと

健康を守るための意見書 

 第４ 意見書案第２号 新型コロナ対策を強化し、安心して介護を継続で             

きるようにするため介護保険制度の抜本改善を求め

る意見書 

 第５ 意見書案第３号 「75歳以上医療費窓口負担２割化の中止を求める」

意見書 

 第６ 意見書案第４号 「新型コロナウイルス感染症を教訓に感染症対策           

を含めた地域医療構想に見直しすること」を国に             

求める意見書 

 第７ 意見書案第５号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の

創設を求める意見書 

 第８ 議 案 第 1 1号 上小阿仁村副村長の選任につき同意を求めることに

ついて 

 第９ 議 案 第 1 2号 上小阿仁村監査委員の選任につき同意を求めること

について 

 第10 閉会中の継続調査の申し出について 

 

○本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

 

 

 

  15 時 00 分 開議 

○議長（伊藤敏夫） ただいまの出席議員は、8 名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

 日程第１ 委員長報告 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 1 先に付託しておりました事件について、委員

長の報告を求めます。総務産業常任委員長 1 番、伊藤秀明君。 

  （1 番 伊藤秀明議員 登壇） 

○総務産業常任委員長（伊藤秀明）  

   委員会審査報告書。 

 本委員会は、令和 2 年 12 月 15 日付託された次の案件を審査の結果、次のと

おり決定したので、会議規則第 77 条の規定により報告します。 
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 事件番号、件名、審査の結果の順に報告させていただきます。 

 議案第 1 号 令和 2 年度上小阿仁村一般会計補正予算について、原案可決。 

 議案第 2 号 令和 2 年度上小阿仁村国民健康保険事業勘定特別会計補正予 

算について、原案可決。 

 議案第 3 号 令和 2 年度上小阿仁村介護保険事業勘定特別会計補正予算につ

いて、原案可決。 

 議案第 4 号 令和 2 年度上小阿仁村後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て、原案可決。 

 議案第 5 号 上小阿仁村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例について、原案可決。 

 議案第 6 号 上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条

例の一部を改正する条例について、原案可決。 

 議案第 7 号 上小阿仁村介護保険条例の一部を改正する条例について、原案

可決。 

 議案第 8 号 上小阿仁村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

について、原案可決。 

 議案第 9 号 上小阿仁村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、

原案可決。 

 議案第 10 号 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について、原案可

決。 

 以上でございます。 

 

 議案第１号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 1 号 令和 2 年度上小阿仁村一般会計補正予算に

ついての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どお

り、原案どおり可決されました。 

 

 議案第２号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 2 号 令和 2 年度上小阿仁村国民健康保険事業勘

定特別会計補正予算についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どお
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り、原案どおり可決されました。 

 

 議案第３号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 3 号 令和 2 年度上小阿仁村介護保険事業勘定特

別会計補正予算についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どお

り、原案どおり可決されました。 

 

 議案第４号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 4 号 令和 2 年度上小阿仁村後期高齢者医療特別

会計補正予算についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どお

り、原案どおり可決されました。 

 

 議案第５号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 5 号 上小阿仁村職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どお

り、原案どおり可決されました。 

 

 議案第６号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 6 号 上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び延滞

金の徴収に関する条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は、委員長の報告ど

おり、原案どおり可決されました。 

 

 議案第７号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 7 号 上小阿仁村介護保険条例の一部を改正する
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条例についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どお

り、原案どおり可決されました。 

 

 議案第８号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 8 号 上小阿仁村後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どお

り原案どおり可決されました。 

  

 議案第９号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 9 号 上小阿仁村国民健康保険税条例の一部を改

正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どお

り原案どおり可決されました。 

  

 議案第 10号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 10 号 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更

についての件を採決いたします。 

 本案は討論を省略し、委員長の報告どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本案は委員長の報告どお

り原案どおり可決されました。 

  

 日程第２ 陳情審査報告 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 2 先に付託しておりました陳情について、委員

長の報告を求めます。総務産業常任委員長、1 番、伊藤秀明君。 

  （1 番 伊藤秀明議員 登壇） 

○総務産業常任委員長（伊藤秀明）  

   陳情審査報告書。 
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 本委員会に付託された陳情を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規

則第 94 条第 1 項の規定により報告します。 

 受理番号、件名、審査の結果の順に報告いたします。 

 陳情第 7 号 安全・安心の医療・介護の実現と、国民のいのちと健康を守る

ため、国に意見書提出を求める陳情、採択すべきもの。 

 陳情第 8 号 「新型コロナ対策を強化し、安心して介護を継続できるように

するために介護施策の改善を国に求める意見書提出の陳情、採択すべきもの。 

 陳情第 9号 75歳以上医療費窓口負担 2割化の中止を求める国への意見書提

出の陳情、採択すべきもの。 

 陳情第 10 号 「新型コロナウイルス感染症を教訓に感染症対策を含めた地

域医療構想に見直しすること」を国に求める意見書提出の陳情、採択すべきも

の。 

 陳情第 11 号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求

める陳情、採択すべきもの。 

 以上でございます。 

 

 陳情第７号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 陳情第 7 号 安全・安心の医療・介護の実現と、国民の

いのちと健康を守るため、国に意見書提出を求める陳情の件を採決いたします。 

 本陳情は委員長の報告どおり、採択と決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本陳情は委員長の報告ど

おり採択と決定いたしました。 

 

 陳情第８号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 陳情第 8 号 「新型コロナ対策を強化し、安心して介護

を継続できるようにするために介護施設の改善を国に求める」意見書提出の陳

情の件を採決いたします。 

 本陳情は委員長の報告どおり、採択と決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本陳情は委員長の報告ど

おり採択と決定いたしました。 

 

 陳情第９号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 陳情第 9 号 75 歳以上医療費窓口負担 2 割化の中止を求

める国への意見書提出の陳情の件を採決いたします。 
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 この採決は起立によって行います。本件に対する委員長の報告は採択すべき

ものです。陳情第 9 号 75 歳以上の医療費窓口負担 2 割化の中止を求める国へ

の意見書提出の陳情の件は、委員長の報告どおり採択と決定することに賛成の

方は起立願います。 

  (起立少数) 

 起立少数です。したがって、陳情第 9 号 75 歳以上医療費窓口負担 2 割化の

中止を求める国への意見書提出の陳情の件は、起立少数により、不採択と決定

いたしました。 

 

 陳情第 10号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 陳情第 10 号 「新型コロナウイルス感染症を教訓に感染

症対策を含めた地域医療構想に見直しをすること」を国に求める意見書提出の

陳情についての件を採決いたします。 

 本陳情は委員長の報告どおり、採択と決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本陳情は委員長の報告ど

おり採択と決定いたしました。 

 

 陳情第 11号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 陳情第 11 号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補

助制度の創設を求める陳情についての件を採決いたします。 

 本陳情は委員長の報告どおり、採択と決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、本陳情は委員長の報告ど

おり採択と決定いたしました。 

  

 日程第３ 意見書案第１号 上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 3 意見書案第 1 号 安全・安心の医療・介護の

実現と、国民のいのちと健康を守るための意見書の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、常任委員会で審査された陳情及び調査に基づき発議されたものであ

りますので、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、直ちに採決することに決

定いたしました。 
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 意見書案第１号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 意見書案第 1 号 安全・安心の医療・介護の実現と、国

民のいのちと健康を守るための意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 

 日程第４ 意見書案第２号 上程・採決 

○議長（伊藤敏夫）日程第 4 意見書案第 2 号 新型コロナ対策を強化し、安

心して介護を継続できるようにするため介護保険制度の抜本改善を求める意見

書の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、常任委員会で審査された陳情及び調査に基づき発議されたものであ

りますので、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、直ちに採決することに決

定いたしました。 

 意見書案第２号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 意見書案第 2 号 新型コロナ対策を強化し、安心して介

護を継続できるようにするため介護保険制度の抜本改善を求める意見書の件を

採決いたします。 

 本案は、原案どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 

 日程第５ 意見書案第３号 上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 5 意見書案第 3 号 「75 歳以上医療費窓口負担

2 割化の中止を求める」意見書の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、常任委員会で審査された陳情及び調査に基づき発議されたものであ

りますので、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、直ちに採決することに決

定いたしました。 
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 意見書案第３号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 意見書案第 3 号 「75 歳以上医療費窓口負担 2 割化の中

止を求める」意見書の件を採決いたします。 

 本案は、起立によって行います。 

 意見書案第 3 号 「75 歳以上医療費窓口負担 2 割化の中止を求める」意見書

の件は、原案どおり決定することに賛成の方は起立願います。 

  (起立少数) 

 起立少数です。したがって、「75 歳以上医療費窓口負担 2 割化の中止を求め

る」意見書の件については、否決されました。 

 

 日程第６ 意見書案第４号 上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 次に日程第 6 意見書案第 4 号 「新型コロナウイルス

感染症を教訓に感染症対策を含めた地域医療構想に見直しすること」を国に求

める意見書の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、常任委員会で審査された陳情及び調査に基づき発議されたものであ

りますので、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、直ちに採決することに決

定いたしました。 

 意見書案第４号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 意見書案第 4 号 「新型コロナウイルス感染症を教訓に

感染症対策を含めた地域医療構想に見直しすること」を国に求める意見書の件

を採決いたします。 

 本案は、原案どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 

 日程第７ 意見書案第５号 上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 7 意見書案第 5 号 加齢性難聴者の補聴器購入

に対する公的補助制度の創設を求める意見書の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、常任委員会で審査された陳情及び調査に基づき発議されたものであ

りますので、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、直ちに採決することに決

定いたしました。 

 意見書案第５号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 意見書案第 5 号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公

的補助制度の創設を求める意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案どおり決してこれにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 

 日程第８ 議案第 11号 上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 8 議案第 11 号 上小阿仁村副村長の選任につき

同意を求めることについての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。小林村長。 

○村長（小林悦次） 議案第 11 号 上小阿仁村副村長の選任つき同意を求める

ことについて、であります。 

 本村副村長に次の者を選任したいので、地方自治法第 162 条の規定により、

議会の同意を求めるものであります。 

 住所  秋田市 

 氏名  恵比原 史  昭和 36 年３月 11 日生であります。 

 提案理由 本村副村長に欠員が生じていることから、この議案を提出するも

のであります。 

 どうかよろしくお願い申し上げます。 

 議案第 11号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 11 号 上小阿仁村副村長の選任につき同意を求め

ることについての件を採決いたします。 

 この採決は、無記名投票により行います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なし認めます。よって、無記名投票で行うことに決

定いたしました。 

 議場の閉鎖を命じます。 

  （議場閉鎖） 

○議長（伊藤敏夫） 立会人を指名いたします。 

 会議規則第 32 条第 2 項の規定により立会人に、３番 武石辰久君、４番 齊

藤鉄子君を指名いたします。 

 投票箱を改めさせます。 



 －11－  

  （投票箱点検） 

○議長（伊藤敏夫） 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。本件を可とする諸君は賛成または○印を、否とする

諸君は反対または×印を記載してください。白票及び賛否の明らかでない投票

は、会議規則第 84 条及び 85 条の規定により、否とみなします。 

 なお、この採決の投票者は 7 名であります。 

 これより投票を行います。事務局長が議席番号を読み上げますので、順次投

票願います。 

  （点呼、投票） 

○議長（伊藤敏夫） 投票漏れはありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 投票漏れなしと認めます。 

 開票を行います。立会人の立会いをお願いします。 

  （開票） 

○議長（伊藤敏夫） 投票総数 7 票、これは先ほどの議員数と符号しており

ます。 

  そのうち、賛成 7 票 

 以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第 11 号 上小阿仁村副

村長の選任つき同意を求めることについての件は、同意することに決定いたし

ました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

  （議場開鎖） 

  

 日程第９ 議案第 12号 上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 9 議案第 12 号 上小阿仁村監査委員の選任につ

き同意を求めることについての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。小林村長。 

○村長（小林悦次） 議案第 12 号 上小阿仁村監査委員の選任につき同意を求

めることについて、本村監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第 196

条第 1 項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

        記 

 識見を有する者のうちから選任する監査委員 

 住所  上小阿仁村大林字村廻 33 番地 3 

 氏名  鈴 木 義 廣  昭和 26 年７月 29 日生 

 提案理由 本村監査委員に欠員が生じていることから、この議案を提出する

ものであります。 
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 どうかよろしくお願い申し上げます。 

 議案第 12号 採決 

○議長（伊藤敏夫） 議案第 12 号 上小阿仁村監査委員の選任につき同意を求

めることについての件を採決いたします。 

 この採決は、無記名投票により行います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なし認めます。よって、無記名投票で行うことに決

定いたしました。 

 議場の閉鎖を命じます。 

  （議場閉鎖） 

○議長（伊藤敏夫） 立会人を指名いたします。 

 会議規則第 32 条第 2 項の規定により立会人に、５番 萩野芳紀君、６番 河

村良満君を指名いたします。 

 投票箱を改めさせます。 

  （投票箱点検） 

○議長（伊藤敏夫） 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。本件を可とする諸君は賛成または○印を、否とする

諸君は反対または×印を記載してください。白票及び賛否の明らかでない投票

は、会議規則第 84 条及び第 85 条の規定により、否とみなします。 

 なお、この採決の投票者は７名であります。 

 これより投票を行います。事務局長が議席番号を読み上げますので、順次投

票願います。 

  （点呼、投票） 

○議長（伊藤敏夫） 投票漏れはありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 投票漏れなしと認めます。 

 開票を行います。立会人の立会いをお願いします。 

  （開票） 

○議長（伊藤敏夫） 投票総数 7 票、これは先ほどの議員数と符号しており

ます。 

  そのうち、賛成 7 票 

 以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第 12 号 上小阿仁村監

査委員の選任につき同意を求めることについての件については、同意すること

に決定いたしました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

  （議場開鎖） 
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 日程第 10 閉会中の継続調査の申出上程・採決 

○議長（伊藤敏夫） 日程第 10 閉会中の継続調査の申し出についての件を議

題といたします。 

 議会運営委員長から、会議規則第 75 条の規定により、お手元に配布したとお

り、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（伊藤敏夫） 異議なしと認めます。よって、委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 

 閉  会 

○議長（伊藤敏夫） 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部

終了いたしました。 

 これにて、令和 2 年第 8 回上小阿仁村議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労様でございました。 

 

  15 時 42 分 閉会 


